
【中学生のお子様・４月から中学生になるお子様がいる方へ】 

令和５年４月１日診療分から 

小児医療費の助成を拡大します! 
中学生の医療費（外来分）の 

自己負担が 1 割 ⇒ 無料 になります。 
 

～保護者の皆様へ～ 

総社市では，中学生までの小児を対象に小児医療費の給付を行っています。 

令和５年４月１日診療分から助成を拡大し，中学生の外来受診の際の自己負担が無料とな
ります。なお，中学生の入院分は今までどおり無料です。 

 

 自己負担（外来） 自己負担（入院） 

令和５年３月３１日まで 
小学生以下：無料 

中 学 生：１割自己負担 
無料 

令和５年４月 １日以降 無料 無料 

※保険外診療（文書料・容器代・食事療養費など）については小児医療費の対象外です。 
 

 ポイントは次の２点  

① 新しい受給資格者証（白色）をお送りします。 

令和５年４月１日以降の受診については，新しい受給資格者証をお使いください。 

（令和 5年 3月 31 日までは，現在お持ちの受給資格者証をお使いください。） 
 

なお，今回お送りしたお子様につきまして，現在お持ちの受給資格者証（黄色または白色）につきましては，

令和５年４月１日以降，総社市 こども課または各出張所へ返還してください。 

※現在小学５年生までのお子様の受給資格者証については，有効期間を延長したものを後日お送りする予定

です。（助成内容は今までと同じです。新しい証が届くまでは，現在お持ちの証をお使いください。） 

 

② 令和５年４月１日以降の受診で，受給資格者証を提示せずに受診した場合は，

市役所で払い戻しの手続きをしてください。 
 

「医療費給付申請書」（市役所・各出張所にあります。）に領収書・保護者様の口座の分か

るものを持参して，診療月ごと・医療機関ごとにまとめて申請してください。 

 

 

 

 

 

 
総社市役所 こども課子育て支援係  

℡ 0866-92-8268 

★ひとり親家庭等医療費，心身障害者医療費を受給

されている方は，今まで 2枚の受給資格者証をお持

ちいただいていましたが，令和５年４月１日以降は

小児医療の受給資格者証 1枚で受診いただけます。 

 

 

 

  ※保険証と合わせて提示してください。 

小児医療 

ひとり親医

療／心身障

害者医療 

小児医療

保険証 保険証 



 

 

 

総社市では，中学生までの医療費を公費で負担する小児医療費公費負担制度を実施しています。 

子どもの健康維持と子育てにかかる経済的負担の軽減を目的としたこの制度を継続していくために，

医療の適正な受診にご協力をお願いします。 
 

・「はしご受診」はやめましょう      ・病院は診療時間内に受診しましょう 

・小児救急医療電話相談（#8000 または☎086-801-0018）を利用しましょう 

・予防接種や健診を受けましょう      ・おくすり手帳を活用しましょう 

 

○医療費が高額になったら，学校・園の管理下で怪我をしたら･･･ 

以下の制度の利用が優先されます。 
 

・高額療養費給付制度（医療費が高額になったら･･･） 

医療費の自己負担額が高額になった場合，健康保険で高額療養費の給付が受けられます。所得に

よって対象額が違うので，詳しくは加入されている健康保険証の発行機関へご確認ください。ま

た，差額分は小児医療の対象となります。償還給付申請時に健康保険からの高額療養費給付決定

通知書も添付してください。 

【対象の場合のお手続きの流れ(例)】 

 

         ➡          ➡        ➡ 

 

 

 
 
・日本スポーツ振興センター災害共済給付制度（学校・園の管理下で怪我をしたら･･･） 

     小中学校・幼稚園・保育園などの管理下で怪我をして病院にかかり，治療完了までの期間の総医

療点数が 500点以上（医療費負担額の合計が未就学児 1,000 円以上，小中学生 1,500円以上）

の場合は災害共済給付制度がご利用いただけます。こちらは医療費に加え 1 割相当の見舞金も給

付されます。詳しくは通われている学校・園へおたずねください。 

【対象の場合のお手続きの流れ(例)】 

 

              ➡            ➡         ➡ 
      

   

○損害賠償との調整 

病気または負傷について損害賠償（たとえば交通事故などによるもの）を受けた場合は，賠償額

の限度までは給付の対象になりません。また，すでに給付した医療費は返還していただくことに

なります。 

 

こんなとき お持ちいただくもの 

総社市から転出するとき 受給資格者証を返還してください 

健康保険証が変わったとき 受給資格者証，健康保険証 

氏名･住所が変わったとき 受給資格者証 

生活保護を受けるようになったとき 受給資格者証を返還してください 

小児医療費受給資

格者証を使わずに

負担額を支払う 

学校・園で専用の用紙を

もらい，通院した医療機

関等で証明をもらう 

通院期間完了

後，学校・園へ申

請書類を提出 

後日，学校・園を通じ

て医療費と見舞金を

給付 

小児医療費受給資

格者証を使わずに

負担額を支払う 

健康保険証発行機

関(職場など)で高額

療養費給付の申請 

健康保険証発行

機関より医療費

の一部を給付 

受診時の領収書と高額療養

費給付決定通知書を添付し

てこども課で償還給付申請 

※高額療養費給付制度の限度額適用認定証をお持ちの場合は，お支払い時に提示していただくだけで適用

されますので，手続き不要です。 

 

こんなときには必ず届け出を！ 

小児医療費公費負担制度継続のために… 


